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概要説明 

（１）福岡市水道水源かん養事業基金について 
 １ 背景と基金の設置目的 

 
福岡市は，政令指定都市の中で，唯一市内に一級河川が流れていないなど，地理的

に水資源に恵まれていないため，大正１２年の水道創設以来，主に近郊河川や市外の

ダムからの水資源確保に努めてきました。しかし，昭和５３年には異常少雨により渇

水が発生し，287日にも及ぶ長期間の給水制限により，市民生活や社会活動に多大な

被害をもたらしました。 
 

それ以後，市外を流れる一級河川の筑後川からの導水など，さらなる水資源開発を

行ってきており，福岡市の水源は，約１／３を筑後川からの受水が占めるなど，その

多くを市外に頼っている実情があります。 
 

一方で，筑後川の上流域等の水源地域では，山村の過疎化，林業就業者の高齢化な

どにより，担い手や資金の不足が進み，手入れの行き届いた森林の管理が難しくなっ

ている実情があります。 
    

そのような背景がある中で，福岡市の水道水を将来にわたり良質な状態で安定的に

確保するとともに，市民に水の大切さや水源地域に対する認識を深めてもらうことを

目的として，本市水道水源のかん養機能の向上や水源地域との連携・協力を深める事

業を行うため，平成９年度に「福岡市水道水源かん養事業基金」を設置しました。 

  

〔基金設置根拠条例等〕

（設置）

第１条 福岡市の水道水源のかん養機能の向

上，水源地域の活性化等を図る事業を行うた

め，福岡市水道水源かん養事業基金（以下「基

金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は，一般会計

及び水道事業会計のそれぞれの歳出予算におい

て均等に定める額の合計額とする。

２ 前項の合計額は，各年度における水道料金

調定の基礎となる使用水量１立方メートルにつ

き１円をもって算定した額を目安とする。

（省略）

（処分）

第６条 市長は，基金の設置の目的を達成する

ため必要があると認めるときは，これを処分す

ることができる。

（省略）

附 則

この条例は，平成９年４月１日から施行する。

福岡市水道水源かん養事業基金条例（抜粋）

（趣旨）

第１条 この要綱は，福岡市水道水源かん養

事業基金条例（平成９年福岡市条例第42号。

以下「条例」という。）第７条の規定に基づ

き，福岡市の水道水源かん養機能の向上，水

源地域の活性化等を図る事業を行うために必

要な事項及び福岡市水道水源かん養事業基金

（以下「基金」という。）の積み立て方法を

定めるものとする。

（基金の処分対象事業）

第２条 基金の処分の対象となる事業は，次

の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 本市水道関連水源林の造林，下刈，間

伐，枝打ち，その他水源林の造成整備事業

(2) 水源地域の活性化に資する事業

(3) 水源地域の地元自治体が主催する植樹

祭，その他の上下流交流事業

(4) その他基金からの交付が適当と認められ

る事業

（省略）

（運営委員会）

第４条 基金を処分して実施する事業の評価

や効果的な推進に向けた助言・提案を行うた

め，福岡市水道水源かん養事業基金運営委員

会（以下「運営委員会」という。）を設置す

る。

２ 運営委員会の組織及び運営に関して必要

な事項は，別に定める。

（以下省略）

福岡市水道水源かん養事業基金要綱（抜粋）

大渇水時の南畑ダム（S53年）
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《参考》 
 

福岡市の水源                                    
 

福岡市の水源は，8つのダム（うち 5つは市外）と，近郊河川そして福岡地区水道 
企業団※からの受水でまかなっており，多くの水源を市外に頼っています。 

 
 
 

福岡市が取水している 8つのダムの利水容量は，約 4,670万㎥になります。 
曲渕・脊振・長谷(市内)ダム，久原ダム（久山町）は水道専用ダム，南畑（那珂川町）・ 
江川（朝倉市）・瑞梅寺（糸島市）・猪野ダム（久山町）は，水道のほかに治水や灌漑 
なども目的とする多目的ダムとなっています。 
 また，南畑ダムの上流に，渇水対策容量を持つ五ケ山ダムを建設中です。 

 
 
 

 

市内を流れ博多湾に注ぐ川は，多々良川，御笠川，那珂川，室見川などありますが，
そのすべてが中小の二級河川で，大河川と呼ばれる一級河川はありません。 

 
 
 

 
●筑後川の水 

九州最大の一級河川「筑後川」は，広く福岡，佐賀，熊本，大分の４県にまたがり， 
特に中･下流域において豊かな土壌を育むなど，古くから多くの実りをもたらしてきま
した。福岡市は，昭和５８年から，筑後大堰地点より取水された筑後川の水を，福岡地
区水道企業団の牛頸浄水場を経由して，水道用水として受水しています。 

 
●海水淡水化事業 

福岡都市圏は，気象条件に左右されることなく安定した給水を行うことができる海水
淡水化事業に取り組み，福岡地区水道企業団が事業主体となって，生産水量１日最大 
50,000㎥の「海の中道奈多海水淡水化センター」を建設し，平成１７年度から供給を開
始しました。 
 

 
  
 

年間総取水量

１４６,６９２,３６０㎥

（平成２３～２７年度 ５年間の平均値）

１日平均給水量

４０３,７０２㎥

ダム

39.4%

近郊河川

26.4%

企業団受水

34.2%

水源別取水割合

ダム 

近郊河川 

企業団受水 

※福岡地区水道企業団とは？ 

  福岡地区水道企業団は，６市７町１企業団

１事務組合で構成されており，水資源に恵ま

れない福岡都市圏の水需要の増加に対処す

るため，筑後川から取水して浄水処理した

水，多々良川水系の鳴淵ダムから取水して浄

水処理した水及び海水淡水化センターで生

産した水を，久山町以外の構成団体に，水道

用水として供給しています。 

 

【構成団体】 

福岡市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・  

春日那珂川水道企業団・古賀市・宇美町・  

志免町・須恵町・粕屋町・篠栗町・久山町・

新宮町・宗像地区事務組合・糸島市 

http://www.f-suiki.or.jp/
http://www.f-suiki.or.jp/
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２ 基金の現況 
   

平成９年度に設置した「福岡市水道水源かん養事業基金」は，『水道水を１㎥使用 
するごとに１円を積立てる』こととしたもので，１０年間で１５億円の積み立てを目標
にして，平成１８年度まで積み立てを行いました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 基金で行う事業 
  １０年間で積み立てた基金を活用し，本市水道関連ダム※1 の水源地域や，筑後川上
流域の水源地域※2等において，毎年度，下図の事業を行っています。 

 
   ※１ 本市水道関連ダム    

曲渕・背振・長谷（市内），南畑（那珂川町），江川（朝倉市），瑞梅寺（糸島市）， 
久原・猪野（久山町），五ケ山（建設中：吉野ヶ里町・那珂川町） 

 
※２ 筑後川上流域の水源地域 

  日田市（大山町・中津江村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　　

　

　

　

   水道水１㎥あたり

福岡市水道水源かん養事業基金

○設置時期 平成９年４月

○積立期間 平成９年度～１８年度（１０年間）

○積 立 額 約１４億３千万円（H9～18年度）※基金運用利息含む

○活用総額 約１１億4千万円（H9～28年度）

○基金残高 約 ３億6千万円（H28年度末）
（基金運用利息，関連収入※含む）

※国・県補助金・間伐材売却収入等（約6千9百万円）

を関連収入として事業費に充てている

水道料金から

０.５円

市の一般会計
から

０.５円

合わせて

１円を積み立て

（単位：千円）

29年度
予算

28年度
予算

【水源地域の森林保全】 61,574 59,027

30,501 27,954

31,073 31,073

　① 市外水源かん養林整備支援事業
　　　（那珂川町・糸島市）

　② 市外水源かん養基金への支援
　　  （朝倉市・東峰村水源かん養基金）

3,000

28,073

3,000

28,073

【水源地域との連携・協力】 1,400 1,400

1,400 1,400

【市民との共働】 2,110 2,900

1,210 2,000

900 900

65,084 63,327

　（３）水源地域との交流事業

合　　計　

　
基
金

　（２）市外水源かん養事業への支援

　（１）市内水源かん養林整備事業

　（５）福岡市市民団体水道水源かん養等活動
　　　 助成金事業

　（４）水源林ボランティア共働事業
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（２）運営委員からの意見への対応 

 
福岡市市民団体水道水源かん養等活動助成金について 

 
 前回の運営委員会にていただいたご意見により，市民団体水道水源かん養等活動助成金の

申請時期について，次のとおり見直しました。 
 
◆前回の提示案 

  これまで，申請については随時受付として先着順としていたが，助成金交付の適正な運

用を図るため，平成 29年度交付分より申請受付期間を設け，申請内容を審査･選考のうえ

交付決定するように改めるもの。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
◆見直し後 

 

１月 ２月 ３月 １月 ２月 ３月

平成２８年度交付分
まで

平成２９年度交付分
から

４月～１２月 ４月～１２月

平成２８年度 平成２９年度

随時受付・審査・交付

交 付決定審査申請期間

１月 ２月 ３月 １月 ２月 ３月

平成２８年度交付分
まで

平成２９年度交付分
から

４月～１２月 ４月～１２月

平成２８年度 平成２９年度

随時受付・審査・交付

交 付審査・決定申請期間

（提示案に対する意見） 
・申請期間が１月の１ヶ月間では，申請団体は年末年始を挟むこともあり，十分に協議 
できないので，期間を検討のうえ受付期間を明確にしてほしい。 

・申請期間を１月４日～２月末日とし，提示案より約１ヶ月間延長しました。 
※平成 29 年度交付分：平成 29 年 1 月 4 日～2 月末日受付 

（なお，申請期間に係る交付決定後に予算残額がある場合は，随時受け付けるものとします。） 



  



  


